
令和４(2022)年
４月19日(火)
第297号

令和４（2022）年４月19日　火曜日 （547）

告 示
栃木県告示第233号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和４（2022）年４月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

藤 岡 土 地 改 良 区 令和４（2022）年４月７日

石 橋 土 地 改 良 区 令和４（2022）年４月６日

高 根 沢 土 地 改 良 区 令和４（2022）年４月６日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第234号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和４（2022）年４月19日から同年５月18日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和４（2022）年４月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

目　　　　　　 次

告　　　　示
○土地改良区定款変更の認可………………………………………………………………………………………… 547
○道路の供用開始……………………………………………………………………………………………………… 547
○包括外部監査契約の締結…………………………………………………………………………………………… 548

公　　　　告
○公共測量の終了……………………………………………………………………………………………………… 548
○同……………………………………………………………………………………………………………………… 548
○同……………………………………………………………………………………………………………………… 549
○同……………………………………………………………………………………………………………………… 549
○同……………………………………………………………………………………………………………………… 549
○栃木県収入証紙売りさばき場所の変更…………………………………………………………………………… 550

監 査 委 員
○包括外部監査人の監査の事務を補助する者……………………………………………………………………… 550

労働委員会
○あっせん員候補者の委嘱…………………………………………………………………………………………… 550

調達等公告
○技術提案書の提出に関する公告（特定調達公告） ……………………………………………………………… 552



（548） 栃 木 県 公 報 第297号令和４（2022）年４月19日　火曜日

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

17 主 要 地 方 道
那 須 高 原 線

那須郡那須町大字湯本字新林205-554から
那須郡那須町大字湯本字新林205-552まで

令和４（2022）年
４月19日

175 一 般 県 道
山 形 寺 岡 線

佐野市赤見町字山崎1463から
足利市稲岡町字神尾部裏828まで

令和４（2022）年
４月19日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第235号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の36第１項の規定により包括外部監査契約を締結したので、同
条第６項の規定により次のとおり告示する。
　　令和４（2022）年４月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　包括外部監査契約の期間の始期
令和４（2022）年４月１日

２　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
基本費用、執務費用及び実費の額を合算した額で16,016,000円を上限

３　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所
氏名　江原　照雄
住所　宇都宮市上戸祭町2834番地157

４　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法
概算払とし、四半期ごとの支払

（監査委員事務局）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○公共測量の終了
　令和３（2021）年８月３日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省関東地方整備局河川部長か
ら、その公共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定によ
り次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年４月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（航空レーザ測量）

２　作業地域
日光市、鹿沼市、佐野市、足利市、栃木市

３　作業期間
令和３（2021）年７月12日から令和４（2022）年３月10日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和３（2021）年10月15日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、鹿沼市長から、その公共測量が終わっ
た旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年４月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
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公共測量（座標補正（地図情報レベル2500））
公共測量（数値修正（地図情報レベル2500））
公共測量（地図編集（地図情報レベル10000））
公共測量（数値図化（地図情報レベル10000））

２　作業地域
鹿沼市

３　作業期間
令和３（2021）年９月13日から令和４（2022）年３月25日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和４（2022）年２月22日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、鹿沼土木事務所長から、その公共測量
が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示
する。
　　令和４（2022）年４月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（航空レーザ測量（地図情報レベル1000））

２　作業地域
鹿沼市

３　作業期間
令和３（2021）年10月４日から令和４（2022）年３月10日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和４（2022）年１月28日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省関東地方整備局利根川上流
河川事務所長から、その公共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第
３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年４月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（２級基準点測量）

２　作業地域
小山市、栃木市、下都賀郡野木町

３　作業期間
令和４（2022）年１月５日から同年３月31日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和４（2022）年２月22日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、農林水産省関東農政局栃木南部農業水
利事業所長から、その公共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３
項の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年４月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（用地測量）

２　作業地域
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小山市
３　作業期間
令和３（2021）年12月17日から令和４（2022）年３月22日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○栃木県収入証紙売りさばき場所の変更
　栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）第10条の規定により、栃木県収入証紙売りさばき場所の
変更について、次のとおり届出があったので、同条例第14条の規定により公告する。
　　令和４（2022）年４月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

変 更 年 月 日 変更後の売りさばき場所 変更前の売りさばき場所 氏 名 又 は 名 称

令和４（2022）年
３月31日

（廃止） 真岡市荒町112-１ 栃木県行政書士会
（車庫証明申請真岡サービス）

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────

監 査 委 員
栃木県監査委員告示第７号
　包括外部監査人江原照雄の監査の事務を補助する者について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条
の32第１項の規定による協議が調ったので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。
　　令和４（2022）年４月19日

栃木県監査委員　　森　　澤　　　　　隆　　
同　　　　　鎌　　形　　俊　　之　　
同　　　　　三　　森　　文　　徳　　
同　　　　　琴　　寄　　昌　　男　　

監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者
監査の事務を補助できる期間

氏 名 住 所

鈴　木　公　泉 宇都宮市南大通り１丁目１番３号
サーパス南大通りグランゲート1302

令和４（2022）年４月19日から
令和５（2023）年３月31日まで

針 谷 和 弘 栃木市岩舟町静3678番地５ 令和４（2022）年４月19日から
令和５（2023）年３月31日まで

坂 田 智 幸 宇都宮市一条４丁目３番４号
カーサ一条203号

令和４（2022）年４月19日から
令和５（2023）年３月31日まで

最 首 克 也 日光市七里684番地18 令和４（2022）年４月19日から
令和５（2023）年３月31日まで

岸 　 大 路 宇都宮市戸祭４丁目10番11号
ナイスアーバン戸祭106号室

令和４（2022）年４月19日から
令和５（2023）年３月31日まで

　───────────────────────────────────────────────

労 働 委 員 会
栃木県労働委員会告示第２号
　労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第10条の規定により、次の者をあっせん員候補者として委嘱したの
で、労働関係調整法施行令（昭和21年勅令第478号）第４条及び労働委員会規則（昭和24年中央労働委員会規
則第１号）第68条第１項の規定により公示する。
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　　令和４（2022）年４月19日
栃木県労働委員会会長　　白　　井　　裕　　己　　

氏 名 職 業 閲 歴 委 嘱

白 井 裕 己 弁護士
栃木県労働委員会委員（公益委員） 栃木県弁護士会会長

平 成 11
（1999）.
７.14

川 上 　 𠀋 栃木県労働委員会委員（公益委員） 栃木県会計局長
令 和 元
（2019）.
７.25

堀　　　眞由美 中央大学国際経営学部教授
栃木県労働委員会委員（公益委員）

白鷗大学経営学部教授兼
大学院経営学研究科教授

平 成 30
（2018）.
６.７

橋　本　賢二郎 弁護士
栃木県労働委員会委員（公益委員） 日本弁護士連合会副会長

平 成 28
（2016）.
11.２

杉 田 明 子 弁護士
栃木県労働委員会委員（公益委員） 栃木県弁護士会副会長

平 成 27
（2015）.
７.24

小 松 　 清 情報産業労働組合連合会栃木県協議会特別幹事
栃木県労働委員会委員（労働者委員）

栃木県労働者福祉協議会
事務局長

平 成 27
（2015）.
７.24

桂 　 惠 子 日本労働組合総連合会栃木県連合会アドバイザー
栃木県労働委員会委員（労働者委員）

電機連合栃木地方協議会
特別副議長

平 成 29
（2017）.
７.25

松 本 敏 之
一般社団法人栃木県地方自治研究センター常務理
事
栃木県労働委員会委員（労働者委員）

全日本自治団体労働組合
栃木県本部執行委員長

令 和 元
（2019）.
７.25

鈴 木 　 正 日本労働組合総連合会栃木県連合会副会長
栃木県労働委員会委員（労働者委員） ＪＡＭ北関東副書記長

平 成 29
（2017）.
７.25

吉 成 　 剛 日本労働組合総連合会栃木県連合会会長
栃木県労働委員会委員（労働者委員）

自動車総連栃木地方協議
会議長

平 成 27
（2015）.
７.24

石 塚 洋 史 一般社団法人栃木県経営者協会専務理事
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

株式会社足利銀行矢板支
店長兼塩谷支店長

平 成 17
（2005）.
７.19

川 上 　 裕 藤井産業株式会社取締役相談役
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

藤井産業株式会社専務取
締役（管理部門統括）

平 成 27
（2015）.
２.５

粂 川 英 一 北関東綜合警備保障株式会社常務取締役
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

北関東綜合警備保障株式
会社取締役人事部長

令 和 元
（2019）.
７.25

市 川 剛 久 仙波糖化工業株式会社取締役管理本部長
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

仙波糖化工業株式会社取
締役総務部長

令 和 3
（2021）.
７.26
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鍋 島 明 子 社会保険労務士法人鍋島事務所所長
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

社会保険労務士法人鍋島
事務所社員

令 和 3
（2021）.
７.26

桐 渕 ゆ か 栃木県労働委員会事務局長 栃木県保健福祉部参事兼
中央児童相談所長

令 和 4
（2022）.
４.７

野 口 善 幸 栃木県労働委員会事務局審査調整課長 栃木県経営管理部文書学
事課情報公開推進室長

令 和 4
（2022）.
４.７

篠 崎 正 康 栃木県労働委員会事務局審査調整課長補佐（総
括）（審査調整担当）

栃木県産業労働観光部国
際課長補佐（旅券担当）

令 和 4
（2022）.
４.７

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○技術提案書の提出に関する公告（特定調達公告）
　次のとおり技術提案書の提出を招請するので公示する。
　　令和４（2022）年４月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　業務概要
⑴　業務名
栃木県職員健康管理システム構築業務委託

⑵　業務内容
　栃木県経営管理部職員厚生課において職員の健康管理等を行うためのシステムの構築、既存データの移
行作業、マニュアル等の作成並びに担当者研修の実施
⑶　履行期間
契約締結の日から令和５（2023）年３月31日（金）まで

⑷　履行場所
県が別途指定する場所

⑸　提案上限額
34,320,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

２　参加資格及び評価基準
⑴　参加表明書の提出者に要求される資格
次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
イ　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、通信、情報処理の入札参加資格を
有するものと決定された者であること。なお、資格を有していない者は、技術提案書の提出期限までに
当該資格を取得すること。
ウ　本プロポーザルの公告日から契約の相手方の決定日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指
名停止等措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者で
あること。
エ　民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申し立て、会社更生法（平成14年
法律第154号）の規定による更生手続開始の申し立て、又は破産法（平成16年法律第75号）の規定によ
る破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。
オ　栃木県暴力団排除条例（平成22年栃木県条例第30号）第２条第１号又は同条第４号の規定に該当しな
い者であること。
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カ　ＩＳＭＳ適合性評価制度の認証を取得している者であること。
⑵　技術提案書の特定のための評価基準
ア　企画提案内容
イ　実施計画及び導入体制
ウ　システムの概要及び機能
エ　セキュリティ対策
オ　システムの運用保守
カ　業務実績
キ　業務に係る費用
ク　技術提案書に係るプレゼンテーション

３　調達の手続等
⑴　担当部局
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１-１-20
栃木県経営管理部職員厚生課健康管理担当
電話 028-623-2052　FAX 028-623-2042　電子メール kenkocenter@pref.tochigi.lg.jp

⑵　実施要領等の交付期間及び交付場所
ア　交付期間
　令和４（2022）年４月19日（火）から同年５月16日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く。）
イ　交付場所
⑴の場所において交付するほか、栃木県ホームページに掲載する。

⑶　参加表明書の提出方法、提出場所及び提出期限
ア　提出方法
　本プロポーザルへの参加を希望する者は、実施要領等に基づき参加表明書を作成し、持参又は郵送
（書留郵便に限る。）により提出すること。
イ　提出場所
⑴の場所に提出すること。

ウ　提出期限
令和４（2022）年５月16日（月）　午後５時必着

⑷　技術提案書の提出方法、提出場所及び提出期限
ア　提出方法
　技術提案書の提出依頼を受けた者は、実施要領等に基づき技術提案書を作成し、持参又は郵送（書留
郵便に限る。）により提出すること。
イ　提出場所
⑴の場所に提出すること。

ウ　提出期限
令和４（2022）年６月29日（水）　午後５時必着

４　その他
⑴　書類の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本標準時及び計量法（平成４年法
律第51号）に定める単位に限る。
⑵　契約書の作成を要する。
⑶　詳細は、実施要領等による。
５　Summary
⑴　Subject matter of the contract:
Construction of Tochigi Prefecture staff health management system

⑵　Time period to submit application documents:
5:00 p.m., May 16, 2022
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⑶　Time period to submit proposal documents:
5:00 p.m., June 29, 2022

⑷　Information is available at:
Healthcare charge,
Personnel Welfare Division,
Department of Administration and Management,
Tochigi Prefecture
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
TEL 028-623-2052

（職員厚生課）　
　───────────────────────────────────────────────


